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第２期富谷市教育振興基本計画 第１回策定委員会 

 

日 時 令和４年６月３０日 午後３時～午後４時２０分 

場 所 富谷市役所 ３階３０１会議室 

出席者 委員長 吉村 敏之  副委員長 髙橋 知美  委員 金田 裕子  

委員 大場 由美   委員 日諸 喜代子   委員 富田 智子  

委員 木村 一也 

事務局 富谷市教育委員会教育長 及川 芳彦  教育次長 三浦 敏 

教育部長 相澤 美和  学校教育課長 今野 善徳 

生涯学習課長 菊地 宏修  教育総務課長 千葉 正俊 

教育総務課長補佐 坂爪 道子  教育総務課主幹 高橋 凡子 

 次 第  

１ 委嘱状交付 

２ 開 会  

３ 挨 拶    富谷市教育委員会 教育長 及川 芳彦 

４ 委員紹介及び事務局紹介 

５ 委員長・副委員長選任 

６ 協 議 

（１）教育振興基本計画の概要説明及び達成状況報告 

（２）今後のスケジュール・策定の進め方について 

（３）アンケートについて 

７ その他 

  ８ 閉 会 

                                         

 

【相澤部長】本日はお忙しいところ、またお暑い中、お集まりいただきまして誠にありがと

うございます。開会に先立ちまして、第２期富谷市教育振興基本計画策定委員の委嘱状交

付を執り行います。及川教育長より委嘱状を交付いたします。お一人ずつお名前をお呼び

いたしますので、前のほうにお進みいただきたいと思います。 

 

委嘱状交付（省略） 

これをもちまして、委嘱状交付を終了いたします。 

【相澤部長】 ただいまより、第２期富谷市教育振興基本計画第１回策定委員会を開会いた

します。はじめに、富谷市教育委員会 教育長 及川芳彦よりご挨拶を申し上げます。 

【教育長】第２期富谷市教育振興基本計画第１回策定委員会の開催にあたりまして、挨拶を

申し述べさせていただきます。ただいま、委嘱状を交付させていただきましたが、改めまし

て、それぞれのお立場で大変お忙しい中、策定委員をお引き受けいただきましたことに、心

より感謝申し上げます。また、統計開始後、最も早い東北南部の梅雨明けが発表され、まさ
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に酷暑の中、ご参集いただきましたことにも感謝申し上げます。 

さて、本市では平成２９年度に、平成３０年度を初年度とする５か年の第１期富谷市教育

振興基本計画を策定しました。本年度が最終年度となることから、来年度からの５か年計画

を作成するものです。この５年間、本市の教育理念に基づきまして、様々な施策に取り組ん

でまいりました。その取り組み、それぞれの達成度評価につきましては、のちほど担当から

説明がございます。これまでの５年間に、年々社会が変化する速度が速まり、さらには、こ

こに来て新型コロナウィルスの出現により変化する速度に拍車がかかっております。このよ

うな国内外の現状、時代の流れをしっかりと視野に入れ、新たな第２期富谷市教育振興基本

計画を策定し、国内外で活躍する人材の育成、生涯学習の総合的な教育施策の推進に努めて

いかなければなりません。策定に際しまして、改めて委員の皆様にお力添えを賜りますこと

をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

委員及び事務局各々挨拶(省略) 

【相澤部長】本日の策定委員会は、委員７名の皆様全員のご出席でございますので、富谷市

教育振興基本計画策定委員会条例第５条第２項の規定により会議が成立しておりますこと

をご報告申し上げます。 

続きまして、委員長、副委員長の選出に移ります。富谷市教育振興基本計画策定委員会

条例第５条第１項の規定により、委員長が議長となることとされていますが、委員長の選

任がこれからでございますので仮議長として及川教育長に務めていただきたいと考えます

が、皆様よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶものあり） 

【及川教育長】それでは、委員長が決まるまで暫時、仮議長を務めさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。着座にて進めさせていただきます。委員長選任でござ

いますが、富谷市教育振興基本計画策定委員会条例第４条第１項の規定により、委員の互

選により定めるものとなっておりますが、どなたかご意見ございますでしょうか。事務局

案がございましたら事務局のほうからお願いしてよろしいでしょうか。では事務局案をよ

ろしくお願いします。 

【千葉課長】それでは、事務局案といたしまして、委員長に吉村委員を推薦いたしたいと思

います。 

【及川教育長】ただいま、事務局から吉村敏之委員に委員長をお願いしたいという話がござ

いました。皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

それでは異議なしという声もございましたので、吉村委員に委員長をお願いしたいと思

います。よろしくお願い申し上げます。 

【吉村委員長】よろしくお願いいたします。 

【相澤部長】教育長、ありがとうございました。それでは、吉村委員、前のほうにお願いいた

します。議長からご挨拶の後、進行のほうをお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

【議長】議長という大役を頂戴しましたけれども、素晴らしい委員のみなさん、そして事務

局の皆さまのお力を借りて、これからの富谷市の将来の教育を開く仕事をさせていただき
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たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、さっそく議事を進めさせていただきます。続きまして、副委員長の選任とい

うことになってございます。副委員長の選任につきましても委員の互選により定めるとさ

れております。どなたかご意見ございますでしょうか。 

それでは、お声がないようでございますので事務局案を提示させていただいてもよろし

いでしょうか。 

(「はい」の声あり) 

 

【議長】ありがとうございます。それでは、事務局よりご提案よろしくお願いいたします。 

【千葉課長】事務局案といたしまして､副委員長に髙橋知美委員を推薦いたすものでございま

す。 

【議長】それでは、事務局案として髙橋知美委員のご推薦がありました。いかがでございま

しょうか。 

(「異議なし」との声あり) 

【議長】それでは､副委員長は髙橋知美委員にお願いいたします。髙橋委員、よろしいでしょ

うか。 

【髙橋委員】はい。 

【議長】それでは、どうぞよろしくお願いいたします。髙橋副委員長のほうから一言ご挨拶

をよろしくお願いいたします。 

【髙橋委員】恐縮ですけれども、副委員長に指名いただきましたので、委員長のサポートを

頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

【議長】どうぞよろしくお願いいたします。それでは、これから協議に入りますが、その前

に委員の皆様にお諮りしたいことがございます。本策定委員会の会議の傍聴、会議資料及

び会議録について、公開するということで了承をお願いいたしたいのですが、いかがでし

ょうか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

【議長】それでは、異議がございませんでしたので、今後、会議の傍聴及び会議録の閲覧希

望があった場合には公開するということにいたします。 

それでは協議に入ります。教育振興基本計画の概要説明及び達成状況報告について､事務

局より説明をお願いします。 

【千葉課長】それでは､よろしくお願いいたします。教育振興基本計画の概要説明および達

成状況報告につきまして、お手元の資料１-１によりご説明をさせていただきたいと思い

ます。着座にて説明させていただきます。 

まず、表紙をご覧ください。第２期富谷市教育振興基本計画の策定方針案といたしまし

て、内容の確認や協議を行い最終計画の決定に向けた審議をお願いするものでございま

す。 

なお、これから説明をいたします資料のデータ等については現時点のものでございます

ので、今後最新のデータに更新する場合がございますので、予めご了承いただきたいと思
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います。それでは、１ページをお願いいたします。 

第 1章の計画の基本事項、1-1 計画策定の趣旨でございます。 

本市では「住みたい」「住んでよかった」と思ってもらえるまちを目指し、『住みたくな

るまち日本一 ～100年間ひとが増え続けるまち 村から町へ 町から市へ～』という将

来像を定め、新たなまちづくりを進めております。世界的には経済活動、環境問題、IT化

と社会情勢が変化、加速する一方で、わが国の未来には人口減少と高齢化という現実が待

ち構えています。 

国内外の時代潮流を視野に入れつつ、本市が目指す将来像に向かって力強い歩みを進め

るために、まちづくりの礎となる国内外で活躍する人材の育成、生涯学習の総合的な教育

施策の推進が求められています。 

こうした認識に立ち、平成３０年３月に教育振興に向けた施策を総合的・計画的に進め

るために、地域の実情に応じた基本的な計画である「富谷市教育振興基本計画」を策定

し、本市の教育振興の取り組みを推進してきました。こうした中、第１期計画が令和４年

度末に終了することから、令和５年度を計画初年とする第２期富谷市教育振興基本計画を

策定するものでございます。本計画では、少子高齢化・人口減少の進行、ＳＤＧｓ実現の

取組、グローバル化やＩＣＴの普及・発展など、今後予想される教育を取り巻く社会の動

向等を踏まえ、今後５年間に取り組む本市の教育の基本目標と施策の体系について示すも

のでございます。 

では、２ページをお願いいたします。こちらは計画の位置付けとなってございます。中

段にイメージ図がございますが、本計画は、教育基本法に基づく「市町村教育振興基本計

画」と、法令に基づく「教育大綱」に該当するもので、富谷市総合計画の分野別計画とし

て教育施策のマスタープランに位置付けられております。また、本計画は、関連法令、及

び国の「第４期教育振興基本計画」、宮城県の「第２期宮城県教育振興基本計画」、本市の

諸施策との連動を図りながら、実効性の高い教育施策を推進いたします。 

次に、３ページをお願いいたします。計画期間ですが、令和５年度を初年度として令和

９年度までの５年間としております。計画の進捗状況や社会動向の変化があった場合は必

要に応じて見直しを図ってまいります。 

４ページをお願いいたします。計画の策定体制の策定組織といたしましては３つの組織

がございます。 

まず、①市教育委員会です。本計画の決定機関として、計画策定委員会の提案に基づ

き、総合教育会議及び議会の意見を踏まえて、本計画を決定するものでございます。次に

②富谷市教育振興基本計画策定委員会、こちらは本計画の審議機関となっております。学

識経験者、ＰＴＡ、学校教育、社会教育、企業関係者で構成します。市教育委員会から依

頼を受け、計画の策定方法や計画内容、推進体制といった計画全般にわたる検討と取りま

とめを行い、市教育委員会に計画案として提案いたします。③市民、ＰＴＡ、教育機関、

関係団体、こちらは有識者等本計画を推進する主体者、協力者として、計画策定委員会に

委員として参加するとともに、アンケート、パブリックコメント等を通じて計画全般への

意見をいただくものでございます。 

次に、５ページをお願いいたします。アンケートによる意見収集ですが、対象者を４つ

の種別で区分しております。児童生徒を対象に小学生５学年約２６０名、中学生１学年

及び３学年約３４０名、合計約６００名。市民を対象に１６歳以上の１，４００名、ＰＴ

Ａ・地域活動団体・関係者を対象に約１０～２０団体を想定、教職員を対象に約７０名か
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らのアンケート調査を行う予定としています。 

次に､６ページをお願いします。こちらは計画策定ステップでございます。Step１から

６のうち１から３までは現況調査やアンケート調査などの基礎調査を行います。次に、

Step４、５についてはそれまでの調査を元に計画の立案、パブリックコメントを経てと

りまとめを行い、計画決定という手順で進めてまいりたいと考えております。スケジュ

ールの変更等が必要となった場合はその都度委員の皆様にお返ししながら進めてまいり

たいと考えております。次に７ページから１３ページにかけては国と県の動きを掲載し

ておりますので、大まかな概要を説明させていただきます。 

まず、７ページの計画の背景（国、県の動き）、教育基本法の改正といたしましては平

成１８年、教育基本法が約６０年ぶりに改正され、参考としてその抜粋を掲載しており

ますのでご覧いただきたいと思います。 

次に、８ページをお願いします。国の教育指針といたしましては、現在、国の第３期教

育振興基本計画による取組が進められており、令和５年度からは、第４期計画に基づい

て取り組む見通しとなっております。参考として、今年２月に文部科学省の諮問機関で

ある中央教育審議会に諮問された概要を掲載しておりますので、ご覧いただければと思

います。 

次に、９ページをお願いします。教育改革の取り組みといたしましては、平成２７年に

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、今日の教育委員会の体制

に至っております。法律の掲載を抜粋しておりますのでご覧いただければと思います。 

次に、１０ページをお願いいたします。平成２５年に、いじめ問題、教育委員会制度の

在り方について内閣総理大臣が開催する教育再生実行会議が発足いたしました。その後、

令和３年１２月に高校教育を始めとする教育の在り方や、誰もが生涯にわたって学べる

よう、教育と社会との接続の多様化・柔軟化を目的とした教育未来創造会議に引き継が

れました。これまでに開催された会議の１３の提言を掲載してございますのでご覧いた

だければと思います。 

次に、１１ページをお願いいたします。スポーツ立国の実現といたしましては、平成２

３年度にスポーツ基本法が公布・施行され、平成２９年度からは第２期スポーツ基本計

画による取り組みが進められてきました。また、第３期スポーツ基本計画では、東京オリ

ンピック・パラリンピックのレガシーの発展に向けて取り組むべき「新たな３つの視点」

の具体的な施策を示しておりますのでご覧いただければと思います。 

次に、１２ページをお願いいたします。文化芸術といたしましては、文化芸術基本法が

改正され、新たに「文化芸術推進基本計画」が策定されております。参考までにその概要

を掲載しておりますのでご覧いただければと思います。 

次に、１３ぺージをお願いいたします。宮城県の教育施策といたしまして「第２期宮城

県教育振興基本計画」平成２９年度～令和８年度を計画期間とし、教育施策が進められ

ております。施策の全体系について掲載しておりますので、ご覧いただければと思いま

す。 

次に、１４ページをお願いいたします。ここからは、本市の教育施策について掲載して

おります。教育体制といたしましては、平成２７年度に総合教育会議の設置と、教育大綱

の策定をいたしました。また、平成３０年度から令和４年度までを計画期間とする「富谷

市教育振興基本計画」を策定し、教育振興に向けた施策を進めてまいりました。さらに、

教育委員会の事務事業に関する内部評価と外部評価による点検及び評価を毎年度実施し
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ており、この評価を踏まえ「富谷市教育基本方針及び重点方針」を毎年度策定し、制度や

環境の変化への適切な対応と教育施策の継続性を確保しております。令和４年度の富谷

市教育基本方針を掲載しておりますのでご覧願います。 

次に、１５ページをお願いいたします。本計画の範囲といたしましては、本市の教育施

策は、「富谷市総合計画」の将来像を実現する４本柱の中で「暮らしを自慢できるまち」

では「住み心地の良さを実感できる豊かなまちづくり」、「教育と子育て環境を誇るまち！」

では、創造性豊かな教育環境、あらゆる世代の生涯学習、伝統文化の未来への継承を具体

的に推進することを目指しています。 

１６ページをお願いいたします。本市では、日本ユニセフ協会から「子どもにやさしい

まちづくり事業（ＣＦＣＩ）、検証作業モデル自治体」の委嘱を受けまして、平成３０年

１１月に「富谷市子どもにやさしいまちづくり」の推進を宣言し、子どもの権利条約に基

づき、５つの柱を基本とした取組を実施しております。本市総合計画の後期基本計画に

は、子どもにやさしいまちづくり事業の視点が追加され、職員の意識醸成を図るととも

に、「わくわく子どもミーティング」を開催し、子どもたちの意見を行政に反映すること

を心掛け、子どもに関わる施策・事業の継続を推進してまいります。 

では、ここでお手元のほうにお配りしてございます、第１期富谷市教育振興基本計画

の冊子をご準備いただきたいと思います。この中で１ページから１５ページまでの内容

について更新したものを、ただいま第２期計画の策定方針案といたしまして、皆様にご

説明させていただいたところでございます。   

また、１６ぺージから２５ページまでの本市の教育にかかわる現状、それから２６ペ

ージから３０ページまでの第２章、教育基本方針の教育理念、基本目標と施策体系、それ

から３１ページ以降になります第３章の推進施策による各事業の具体的な内容につきま

しては、次回以降の策定委員会において説明する予定としておりますのでよろしくお願

い申し上げます。 

続きまして、資料の１－２をご覧いただきたいと思います。Ａ３の縦版のものでござ

います。こちらにつきましては基本目標・施策の達成度状況一覧となってございます。こ

こ５年間での推進施策の達成につきまして掲載しております。この中で主なものについ

て報告させていただきたいと思います。見方といたしまして上のほうに項目がございま

すが、施策、５年間の推進施策、重点事業、達成度の順に読み上げて参りたいと思いま

す。１-１幼児教育の充実でございますが、④子育て家庭への支援の充実としまして上の

段、子育て家庭への教育支援に向けたあり方の検討といったところで、こちらにつきま

しては右の達成度の欄、幼児教育保育の無償化ということでございます。 

その下の利用ニーズに対する預かり保育の実施ということで、預かり保育の無償化と

いったところでございます。こちらは令和元年度から無償化が開始されているといった

ものになります。次に項目の５年間の推進施策のところで⑤として公立幼稚園・私立幼

稚園の役割の確立、幼稚園運営審議会の答申の実行として達成度は東向陽台幼稚園の民

営化となっております。こちらにつきましては東向陽台幼稚園は令和３年３月をもって

廃止され、現在、令和５年４月の認定こども園の開園に向けて準備が進められていると

いったものになります。 

次に、施策のところで１－５心の豊かさの社会を生き抜く力の定着、⑧としまして、い

じめの未然防止と早期解決の体制の充実といったものの３つ項目がございますが、その

一番上の、学校、保護者、地域が一体になったいじめ防止の取り組み、この達成度につき

ましては、いじめ問題対策連絡協議会の開催といったことになります。その２つ下にな

ります、いじめの未然防止に向け児童・生徒同士による取り組み、こちらは達成度のとこ

ろで、中学生生徒会サミットの開催ということで達成状況を記載してございます。その
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下の⑨不登校対策への組織的な推進といたしまして、子どもの心のケアハウスの整備と

いったものの右側の達成度のところ、こちら令和４年４月に不登校特例校西成田教室の

開設といったものがあげられます。下に向かいまして１－８快適・安全・安心な教育環境

の整備といったものが施策のところに記載がございます。その①といたしまして教育施

設・整備の計画的整備につきましては、児童・生徒が安心して学ぶための小・中学校施設

の計画的な整備、達成度のところに学校施設長寿命化計画策定といったところで、こち

ら令和３年３月をもって策定が終了してございます。 

それから、③としまして教材・教具・教育資料の整備として、ＩＣＴ機器の計画的な整

備といったところで、達成度のところに一人一台端末の配備といったものがございます。

こちらは令和２年度中に配備が完了しています。それから２－２のところで、公民館活

動の充実としまして②公民館の拠点機能の向上として、施設の長寿命化計画の調査・策

定、達成度には社会教育施設長寿命化計画策定としてございます。こちらにつきまして

は令和４年６月をもって策定が完了といったところでございます。 

それから４－１のところで、生涯スポーツを楽しむ機会の充実としまして③みるスポ

ーツ、支えるスポーツの普及とあり、プロスポーツの練習場の誘致といたしまして達成

度にはリガーレとの連携協定といったものがあげられます。一番下段のところ、４－３

生涯スポーツを支える体制・環境の充実としまして②生涯スポーツを支える体制の充実

があり、こちらにつきまして富谷市スポーツ推進計画の策定といったものがございまし

て、達成度に記載しております。達成状況については主なものということでピックアッ

プさせていただいきご説明をいたしたところでございます。協議（１）につきましては以

上となってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【議長】ありがとうございました。事務局のほうから、こちらの１期の冊子でいいますと、

１ページから１５ページにあたるところの計画の基本事項について、今度は第２期という

ことで全体の枠組みとしてのご提案がございました。それから続きまして第１期の達成状

況についてのポイントについてご説明がございました。ご意見、ご質問お願いしたいので

すけれどもいかがでございましょうか。枠組みのところは基本的なご案内というところで

すし、アンケートについては次の(３）で中身の問題に入ります。 

７ページから１３ぺージまでは国と県の動きということで、１４ページにあたりますと

ころが教育の施策です。今度は、令和４年度の富谷市の教育基本方針というのがございま

す。それから本計画の範囲ということで総合計画の中での一部ということです。 

それから、アンケートでかかわってくると思うのですけれども、資料１－２で、達成状

況について事務局から説明されました。それ以外のところでご質問等あればお願いしたい

のですが、いかがでございましょうか。 

非常に素晴らしい達成ということで成果を上げてもらっている感じでございます。それ

では、続きまして（２）の今後のスケジュール、策定の進め方について事務局より説明お願

いします。 

 

【千葉課長】それでは、資料２をご用意いただきたいと思います。こちらにつきましては、

策定委員会のスケジュールとなっております。全部で４回の開催を予定しております。ま

ず、本日の第１回策定委員会から第２回策定委員会のまでの間に、アンケート調査票の案

を委員の皆様に後日送付させていただきます。そしてご意見を頂戴した内容を元に見直し

を図り、アンケート調査票を決定させていただければと思っております。併せて現行事業

状況調査、各課ヒアリングについても実施する予定です。７月下旬の第２回策定委員会に

おきましては現行事業状況調査の結果報告を行います。また、様々な課題を踏まえて、教
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育の方向性の検討について協議をいただくこととしてございます。その後８月においてア

ンケート調査を実施し、集計分析、計画原案の立案を行ってまいります。次に１０月上旬

の第３回策定委員会では、アンケートの結果報告、計画中間案について協議をいただく予

定としてございます。その後、１０月下旬にかけまして計画中間案に対するパブリックコ

メントを実施し、１１月の第４回策定委員会ではパブリックコメント結果報告、計画最終

案の協議、決定といった運びとなっております。１１月下旬にかけまして総合教育会議、

教育委員会会議に上程し、年明けには市議会に報告させていただく予定としてございます。

スケジュールの内容といたしましては以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

【議長】ありがとうございました。資料２に基づきましてスケジュールのご説明がありまし

たが、ご意見ご質問ございますでしょうか。４回の策定委員会を経て作るということでご

ざいます。それでは続きまして（３）アンケートについて事務局より説明お願いいたしま

す。 

【坂爪補佐】それでは、説明させていただきます。着座にて失礼します。 

先ほどの説明と重なっていくのですが、資料１－１の５ページ、アンケートによる意見

収集といたしまして４種類実施する予定でございます。市民の教育に対する意識、教育関

係の各主体の意向やニーズを把握して施策への反映を行います。 

児童・生徒アンケートにつきましては、前回計画の時にはなかったものでしたが、１６

ページ、ユニセフの子どもの権利条約で子どもの意見を尊重するということもあり、児童、

生徒にもアンケートをとるという形をとっております。小学生、中学生合計６００名、調

査のねらいとしては、学校・父兄・地域での生活の様子や学習に対する意識等を把握し立

案、運営に反映するものでございます。市民アンケートのほうでは、前回保護者アンケー

トを行っているのですが、今回市民アンケートの中に保護者アンケートの方もあわせて入

れ込んでおります。こちらは全体的に生涯学習、芸術、文化、スポーツ活動の意向等を把握

し、子育て世帯につきましては子どもの教育への支援や期待の把握をし、こちらも政策立

案の方に反映してまいります。 

続きまして、ＰＴＡ・地域活動団体、関係者アンケートというところでは、個人の場合

と、団体の場合で質問を２種類用意しております。こちらについては教育・学習を支える

主体の意向を伺うもので、活動をしている上での課題や教育施策への期待などを把握し、

教育委員会の役割にも反映させていくものです。 

次に、教職員アンケートですが、幼稚園、富谷幼稚園の園長や小中学校の校長、教頭、

指導主任、特別支援教育担当、カウンセラーの方にアンケートを行っていきたいと思って

おります。教育を実践する主体側の意向調査というところで、実際に入園してみてどうな

のか、専門分野での課題はどんなものなのか、改善点はどういったところにあるのかとい

ったところで、政策、立案の方に反映させていきたいと思います。                             

資料２、スケジュールのほうをご覧ください。お手元のほうにお配りしている資料３の

市民アンケート、こちらはまだサンプル的なものになります。現在、アンケート調査票に

ついては関係各課のほうで大きく４種類、全部で６パターンあるのですが、こちらで確認

と検討を進めているところです。まとまりましたらアンケート調査票を委員の皆様に 7月

中旬ぐらいを目途に、送付させていただきたいと思っております。修正点や意見、気にな

る点などありましたら赤文字などで記入いただき、返信用封筒で返信していただければと

いうところで考えております。スケジュールのつまった時間のない中であるため、いただ

いたご意見等につきましては、こちらで検討させていただき、集約して出来上がりました

アンケートについては吉村委員長にご覧いただきまして決めさせていただければと考えて

おります。 

完成したアンケートについては７月から８月上旬に発送準備を行いまして８月中旬に実
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施をかけていく予定です。アンケート回答がこちらに集まり次第、業者の方に集計分析を

行っていただき、その中でどういった課題が見うけられたか１０月の策定委員会の時にお

示しできればと考えております。 

７月中旬ころ、出来上がった各種アンケート調査票を委員の皆様に送らせていただくこ

ととなりますので、お忙しい中と存じますが、よろしくお願いいたします。 

市民アンケートのサンプルをお渡ししておりますが、現段階で出来上がっている素案と

なります。内容につきましては、概要版の方で見ていただけるとお分かりになると思いま

すが、基本目標は大きく４つございます。基本目標１、２２世紀の礎を築く、富谷の学校

教育、次のページに基本目標２、循環型生涯学習社会の推進、基本目標３、芸術・文化の

継承、創造、文化の保護・活用、基本目標４、生涯スポーツの推進となっております。 

こちらの基本目標に基づき、この項目がつくられている状況です。中を開いていただき

まして、素案ではありますが、市民アンケートの場合、まず、ご本人の確認などがあり、

開いていただいて３ページ目に生涯学習について尋ね、さらに７ページ目で、今度は芸

術・文化、基本目標３について尋ねていくこととなります。１０ページでは、運動・スポ

ーツについてというところで生涯スポーツについて尋ねるものとなっております。 

最後に１３ページ、子供の教育についてというところで、第１期の時は単独の保護者ア

ンケートでしたが、今回はこの市民アンケートの中に組み込んだ形で保護者の方々に尋ね

る形となっており、基本目標に基づいた構成となっております。児童生徒、教職員、また

関係団体、関係者については、それぞれの立場におかれまして尋ねるアンケート内容とな

ります。児童生徒については学校生活や家庭地域生活、また教職員の方々には学校の中で

のこと、関係団体についてはその団体の中で行われている内容などについて尋ねるアンケ

ートとなっております。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】どうもありがとうございました。 

これから策定にあたりまして、ご説明いただきましたアンケートが非常に重要になって

きます。種別は児童生徒アンケート、市民アンケート、ＰＴＡ・地域活動団体・関係者アン

ケート、教職員アンケートの４種類ございますが、資料の３として出てきている今回素案

として市民向けのアンケートは、広く市民からご意見を聞くという非常に大事なものでご

ざいます。これについて、ご意見ご質問頂戴したいのですが、いかがでしょうか。 

【富田委員】いいですか。 

【議長】はい、お願いします。 

【富田委員】案に関して、内容について特に意見はなく、計画に沿った内容でいいと思いま

すが、紙ではないやり方で何か考えられたりはしていないですか。 

【議長】なるほど、確かにそうですね。 

【富田委員】やはり、ＤＸとかよく言いますが、多分手に取って回答する人の年齢層はある

程度決まってくるかと思うんです。 

【議長】ええ。 

【富田委員】たくさん声を聞きたいというときに、紙ツールのみではなく、ＱＲコードがあ

ってそれを読み取るというように、他にもやり方があるのかなと思います。郵便局に持っ

て行く手間よりは、スマホでできるといったやり方があってもいいかなと思いました。 

【議長】ありがとうございます。確かに、大学もコロナ禍で、紙媒体省略で電子化デジタル

化がかなり進んでおります。アンケートそもそもの内容以前に、より多くの市民の方の意
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見を反映するために、デジタル活用はどうかという大変貴重なご意見をありがとうござい

ました。素案という段階で大変申し訳ないのですが、暑い中ご足労いただいたところなの

で、今、富田委員から幅広く意見を頂戴したいとのご提案がございましたので、中身につ

いてもこういうことで市民の方の声を拾うといいのではないかというご意見を頂戴したい

のですが、木村委員いかがでしょうか。 

【木村委員】別件で気仙沼の方に伺っていた時に、LINEで奨学金をもらっている大学生の方

を支援するという授業を受けまして、LINE 登録をしてもらい LINE 上で質問項目を送って

いただいて申請すると、メリットとして市の伝えたい情報をアンケートに答えてくれた人

に、もれなくお伝えできるというメリットがありました。今回１，４００名の方にせっか

くアンケートをするのなら、例えば、熊が出ましたといった情報などを、逆に富谷市から

提供していただけるというような活用方法を考えてもいいのかなと思います。 

【議長】双方向的な LINE活用いうことで、木村委員ありがとうございました。それでは、日

諸委員いかがでしょうか。社会教育、福祉、子育て、広いご視点からこんな方法なら集ま

る、あるいはこんな内容を聞いてほしいといったご意見を頂戴したいのですが。 

【日諸委員】私も、別の子ども子育て委員会でアンケートを一度収集したことがありました。

その時もやはり立派なアンケートを時間かけて作っても、せっかくこんなにいいことを聞

いて、お伝えしたい人もいっぱいいたとしても、回収する方法で、それが市の方に届いて

いないという実情が結果的に生まれますので、お話を伺ってなるほどと思いました。私も

携帯で富谷市の情報をメールで見ますが、やはり今は若いお母さんたちは常にスマホです

から、スマホといったようなツールで、もっと多くの情報が寄せられれば、私たちもこれ

からより多くの人の声を聞いて反映できるかと思いました。方法についてプロの方に色々

ご意見をお聞きして、本当に困っていらっしゃる方、本当に届けたいという方はいっぱい

いると思うので、そういう方の声を少しでも吸い上げて反映できたらと思いました。 

【議長】はい、また是非、日諸委員よろしくお願いいたします。大場委員いかがでしょうか。 

【大場委員】私はＰＴＡなので、どうしても子どもに関してみてしまうのですが。 

【議長】ええ、是非そういう視点でよろしくお願いします。 

【大場委員】やはりご両親働いている方が多く、ＰＴＡもうちの学校は比較的多くみなさん

に毎年参加していただけるのですが、富谷市は首都圏の方から入って来られる方とかいら

して、向こうの方ではＰＴＡもなくなってきている様な現状があるようです。 

【議長】そうですね。首都圏はＰＴＡ廃止とか聞きますね。 

【大場委員】そのあたりのみなさんの意識が、実際どうやったらやりやすいのかとか、自分

がもし参加するのであればどういう文章にするのがいいのかとか、今実際ＰＴＡをやって

いて、やはり忙しいからできませんとか言う方も中にはいらっしゃるので、アンケートで

そういう意見なども聞けたらいいのかなと思いました。 

【議長】ありがとうございました。６ページ問１４などで地域の小・中学校に関わるボラン

ティア的な活動というところでＰＴＡ活動含むとありましたけれども、ボランティアはど

うなのかなというところもあります。ＰＴＡとなると子育てとかなり関わるので、ご検討

いただければと思っております。もしかすると５の子どもの教育についてとも関わってく

るかと思います。首都圏ではＰＴＡをわりとネガティブに捉えているけれども、それでい

いのかなと個人的に疑問に感じるところがあります。ＰＴＡのそもそもの役割は保護者と



11 

 

教師、学校が一体となって子どもを育てていく非常に大事なことではないだろうかと思い

ます。富谷市の場合、まさに力を合わせて学び合い尊び合いということですので、是非Ｐ

ＴＡの力を引き出すということで、ご検討お願いしたいと思います。 

金田委員いかがでしょうか。 

【金田委員】これまで委員の方々がおっしゃっていたように、回答しやすさというかアクセ

スについては、検討していただけると良いのだろうなと思って聞いておりました。それか

ら私の関心としましては、子どもの教育についていろいろな地域の取り組みを聞いている

んですが、１５、１６ページのあたりで、お子さんが通う小・中学校において期待するこ

とと、実際に身についていることについて質問として入っていますが、大きな目標として、

学び合うとか尊び合うといったようなことがあがっているので、そうしたところを聞ける

ような項目が入ってくると、富谷市で力を入れているところに、どんなふうに地域や保護

者の人たちに響いているのか聞けるのではないかと思い、見ていたところです。 

【議長】ありがとうございました。学校教育も特に新しい指導要領では、保護者、地域が一

体となって社会に開かれた教育課程で教育を進めていますので、金田先生のご意見に合わ

せるといいなと思いました。高橋副委員長さん、いかがでしょうか。学校教育の立場から

市民のこういったことを聞きたいということで、ご意見よろしくお願いします。 

【髙橋副委員長】アンケートの中で小学校と中学校については比較的アンケートは取り易い

かなと感じていたのですが、幼、小、中というところで考えたときに、幼稚園の、つまり就

学前の子供たちのニーズというのをどう捉えるのか、なかなか小さな子どもに聞くことは

難しいので、例えば保護者にもう少し焦点をあてて、もちろん市民アンケートの中でとる

ことも可能だとは思いますが、例えば親の会というようなところで、幼稚園の学習指導要

領だと最近では子供が身につける、子供をどう育てていくべきかという具体的な目標も設

定されているので、そういうところに触れながらどのように育成されているのかというの

も保護者に見てもらい、こんなふうになっているというのを、幼児の代わりにアンケート

の項目の中で参加できるようにしてもいいのかなと思いました。 

【議長】ありがとうございました。髙橋委員からありました、小さいときのいわゆる知育の

基礎が情操とか非認知能力といわれ、非常に重要視されています。文科省も幼保小接続に

力を入れ、架け橋プランのモデル地域として、宮城県では白石市が採択されたと伺ってい

ます。これからの若い活力を育てる富谷市でしたら、幼・小接続ということで、特に０歳

から１８歳まで繋いでいくという今、幼児期に育ってほしい１０の姿として提示されてい

る、子供の自由な姿を意識して保育と小学校教育を繋いでいってほしいです。幼保小接続

で特に幼児期の姿に光が当てられること、一方で、先ほど日諸委員が若い保護者の声を拾

いたいとの意見がありましたが、子育てで本当に悩んでいる方も多いので、意見が反映さ

れるとよろしいのかなと思いました。貴重な意見を頂戴できました。  

それでは、終わりに次第７のその他に移りますが、何かございますか。 

【千葉課長】はい。 

【議長】では、事務局からお願いいたします。 

【千葉課長】はい、次回の第２回策定委員会の日程について、先日、日程調整させていただ

いたところではございますが、７月２８日、木曜日、午後３時からの開催としたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

【議長】はい。 
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【千葉課長】それでは、この日程で後日開催通知を送付させていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【議長】それでは、ご多用のところですけれども７月２８日、木曜日、午後３時よりご出席

お願いいたします。議事進行につきましては終了いたしますので事務局にお戻しいたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

【相澤部長】議長、長い時間大変ありがとうございました。それでは、閉会にあたりまして、

髙橋副委員長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

【髙橋副委員長】本日は、ありがとうございました。富谷市の住みたくなるまち、これは子

供たちがそれを支える、スタートになる子供たちが笑顔でそして確かな学力をもっていく、

そしてここからやはり国内外に富谷の教育、文化を背負って出てほしいなと心の底から改

めて今日この委員会に参加させていただいて思いました。これから子供たちがどんな風に

育っていくのか、私も今から学校に戻り、改めて学校教育の現場からこの思いを伝えてい

きたいと思いましたし、来年度からスタートするこの基本計画をより良いものにしていか

なくてならないと思いました。また来月、より良い内容になるよう力を合わせ我々も連携

しながらやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

【相澤部長】ありがとうございました。次回は７月２８日、午後３時ということで、また皆

さまのお力をお借りしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。以上を持ちまして、

第２期富谷市教育振興基本計画第１回策定委員会を終了します。皆さまお疲れ様でした。 

 


